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謹 啓 
全国市民オンブズマン連絡会議では、政務調査費条例から政務活動費条例への改正に伴って、「政務

活動費の使途が拡大されていないか」「改正過程が市民にどれだけ公開されているか」等について調査

し、調査結果をランキング等として５月ごろ、公表する予定です。 
ご多忙中大変恐縮ではございますが、下記アンケート調査にご協力をお願いしたいと存じます。事務

処理の都合上、ご回答につきましては、できれば３月２２日（金）までに頂戴できれば幸いです。なお、

回答は下記の書面かワードに入力いただき、メールか FAX にてご返信（ office@ombudsman.jp  
FAX 052-953-8050 担当：内田）いただけますと幸いです。なにとぞご協力をよろしくお願い申し上

げます。 
謹 白 

 
                 記 
議会名              担当部局、担当者名                 
電話番号             メールアドレス                    
 
・ 政務調査費（政務活動費）は、交付されていますか。 

 はい （   ）       いいえ（   ） 
交付されていない場合は、以下のアンケートは回答不要です。 

 
１．改正条例の内容についてお尋ねします。（該当するものに○をつけて、空欄を埋めてください） 
（１）使途基準について 
  A 名称変更のみで、内容については今後議論をする。  
  B 使途内容の規定については、以前の政務調査費条例よりも拡大していない。 
  C 使途内容については、全国議長会が提示したもので、加えない内容がある。 
    その内容は、（                                  ） 
  D 使途内容の拡大は、全国議長会が提示したものと同様である。 
  E 使途内容の拡大は、全国議長会が提示したものより、拡大した内容がある。 
    拡大した内容は（                                 ） 
  F その他（                                     ） 



（２）支給金額について 
  A  従前と同じ（１人あたり月      万円） 
  B  減額し、月     円にした 
  C  増額し、月     円にした 
（３）公開度（領収書、その他）について 
  A 従前と同じ（     円以上の領収書 その他に              を添付） 
  B 領収書添付を     円以上にした 
  C 新たに領収書以外の以下のものを議長に提出するようにした 
   （                                         ） 
  D その他    
（４）改正条例についての URL は（                            ） 
 
２．条例改正過程の情報公開についてお尋ねします。 
（該当する A,B,C,・・・に○をつけて（複数回答可の場合もあります）、空欄を埋めてください） 
 

（１）政務調査費条例・関連下位規範の改正に関する検討会議（以下当該会議という）について 
  ア）検討が行われた会議の名称は（                    ）である。 
     注：この会議が、議会運営委員会の場合は、（３）の回答は、省略できます。 
  イ）政務調査費条例の改正に関する討議は、（    ）回行った。 
  ウ）当該会議委員の構成は 
      A  議員以外が含まれる  議員 （   ）名 

議員以外の委員は 資格（  ）が（   ）名  
               公募市民 が（    ）名 

      B  議員のみ（    ）名 
  エ）当該会議の開催を市民に告知（政務調査費条例の改正を議論するという内容の告知が含まれる）

しましたか。（会議内容がわからない一般的な「・・委員会開催」は不可） 
A 記者会見で公表 
B ネットで公表。URL は（                        ） 
C 公表していない または、 会議内容がわからない一般的な開催告知        

      D その他（                               ） 
オ）当該会議の傍聴・中継は 
    A ネットで中継 URL は（                        ） 

B 可能 傍聴は（   ）人まで可能 
      C 不可能 
      D その他 （                   ） 

カ）当該会議で提出された資料について、 
    A 傍聴者全員に当日資料配布 

      B ネットで公開 URL は（                        ） 
      C 閲覧が可能 閲覧場所は、（                       ） 

D 情報公開請求で入手可能 
      E 入手は不可能 
  キ）当該会議の議事録が、 

A ネットで公開、URL は（                        ） 
      B 閲覧が可能、閲覧場所は、（                       ） 



      C 情報公開請求により入手可能 
         ⇒当該会議の全ての議事録の公開請求ができるのは、 月  日以降 
      D 公開されていない   

ク）当該会議の議事録（公開請求で公開された議事録）は、  
      A  発言者名がわかり、発言内容が逐語で記載されている 
      B  発言者名がわかり、発言内容は概要が記載されている 
      C  発言者名はわからないが、発言内容が逐語で記載されている 
      D  発言者名がわからず、発言内容は概要が記載されている 
      E  作っていない 
 
（２）政務調査費条例の改正に関するパブリックコメントについて 

 ア）募集期間について 
    A  パブコメを行った。募集期間は（   ）日間。 

           URL は（                           ） 
      B  行っていない。 

行わなかった理由をお書き下さい 
 （                               ）  

イ）上記の際寄せられた意見の内容について、ネットでの公開について 
A 公開している。URL は（                       ） 

      B 公開していない 
 
（３）改正条例が提案された議会運営委員会について 

 ア）議会運営委員会の傍聴は、 
    A ネットで中継 URL は（                       ） 

B 可能 傍聴は（   ）人まで可能 
      C 不可能 
      D その他 （                             ）  

イ）議会運営委員会で提出された資料について、 
    A 傍聴者全員に当日資料配布 

      B ネットで公開、URL は（                       ） 
      C 閲覧が可能、閲覧場所は、（                      ） 

D 情報公開請求で入手可能 
E 入手は不可能 

ウ）議会運営委員会の議事録が、 
A ネットで公開、URL は（                       ） 

   B 閲覧が可能、閲覧場所は、（                      ） 
   C 情報公開請求により入手可能 
       ⇒議事録の公開請求ができるのは、 月  日以降 
   D 公開されていない   
 
エ）議会運営委員会の議事録（公開請求で公開された議事録）は、  

      A  発言者名がわかり、発言内容が逐語で記載されている 
      B  発言者名がわかり、発言内容は概要が記載されている 
      C  発言者名はわからないが、発言内容が逐語で記載されている 



      D  発言者名がわからず、発言内容は概要が記載されている 
      E  作っていない 
   オ）条例改正案への各会派等の賛否の結果を知ることができるか、について 
      A ネットで公開されている。 
      B 議事録に記載されている 
      C 知ることができない 
      D その他 
 
（４）改正条例が提案された議会本会議について 

 ア）議会本会議のネットでの公開について、 
    A ネットで中継、録画、URL は（                    ） 

B ネットで録画のみ、 URL は（                    ） 
C ネットで中継のみ、 

   D ネットでの公開は行っていない 
イ）議会本会議で提出された条例案について、 

    A 傍聴者全員に当日資料配布 
      B ネットで公開、URL は（                       ） 
      C 閲覧が可能、閲覧場所は、（                      ） 

D 情報公開請求で入手可能 
      E 入手は不可能 

ウ）議会本会議の議事録について、ネットで公開されるのは、本会議終了後 
   （     ）日後である。 

   エ）条例改正案への各会派等の賛否の結果を知ることができるか、について 
      A ネットで公開されている。 
      B 議事録に記載されている 
      C 知ることができない 
      D その他 
 
（５）改正条例案の審議内容について 
    A    説明、質疑、委員会付託を省略し、討論なしで採決した 
    B  説明、質疑、委員会付託を省略し、討論の後、採決した 
    C    説明、質疑を省略し、委員会付託し、後日、討論なしで採決した 
    D    説明、質疑を省略し、委員会付託し、後日、討論の後、採決した 
    E    説明、質疑した上で、委員会付託なしで討論の後、採決した 
    F    説明、質疑した上で、委員会付託し、後日、討論の後、採決した 
    G    その他 （                             ） 
 
３．上記以外に、政務調査費条例の改正過程の情報公開について、特筆すべきことがあれば、記入して

ください。 
   （                                      ） 
       
                                   

 以上です。ご協力ありがとうございました。 
 


